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平成２９年度

第１３回大分県教育委員会

【議 事】
（１）議 案

第１号議案 大分県教育功労者表彰について

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①平成２９年第３回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（３）協 議

①大分県教育実践者表彰について

②管理職、主幹教諭及び指導教諭選考について

③竹田高校剣道部に係る住民訴訟の福岡高裁判決について

（４）その他
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【内 容】

１ 出席者

教育長 工 藤 利 明

委 員 委員 林 浩 昭

委員 岩 崎 哲 朗

委員 松 田 順 子

委員 首 藤 照 美

委員 高 橋 幹 雄

欠席委員なし

事務局 教育次長 岩 武 茂 代

教育次長 木 津 博 文

参事監兼教育財務課長 森 﨑 純 次

参事監兼学校安全・安心支援課長 宗 岡 功

参事監兼特別支援教育課長 後 藤 みゆき

参事監兼文化課長 佐 藤 晃 洋

教育改革・企画課長 能 見 駿一郎

教育人事課長 法華津 敏 郎

福利課長 中 村 均 子

義務教育課長 米 持 武 彦

高校教育課長 姫 野 秀 樹

社会教育課長 阿 南 典 久

人権・同和教育課長 樋 口 哲 司

体育保健課長 井 上 倫 明

屋内スポーツ施設建設推進室長 山 上 啓 輔

教育改革・企画課主幹（総括） 下 鶴 直 哉

教育改革・企画課主査 三 浦 晃 史

２ 傍聴人 ８ 名
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開会・点呼

（工藤教育長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２９年度 第１３回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（工藤教育長）

本日の議事録の署名委員でございますが、首藤委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（工藤教育長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりです。

会議の終了は１４時５０分を予定しています。

よろしくお願いします。

議 事

（工藤教育長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第１号議案、第２号議案及び協議の①、②は、人事に関する案件です

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし

書の規定により、これを公開しないことについて、委員の皆さんにお諮

りいたします。
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公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、第１号議案、第２号議案及び協議の①、②は非公開といた

します。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行いますので、よろしくお願いします。

【報 告】

①平成２９年第３回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（工藤教育長）

それでは、報告第１号「平成２９年第３回定例県議会議案に対する教

育委員会の意見について」能見教育改革・企画課長及び森崎参事監兼教

育財務課長から報告いたします。

（能見教育改革・企画課長）

報告第１号「平成２９年第３回定例県議会議案に対する教育委員会の

意見について」ご説明します。資料の３ページをご覧ください。

平成２９年第３回定例県議会の最終日に追加上程された議案の教育委

員会関係分として、中ほどの議案名にある「平成２９年度大分県一般会

計補正予算（第５号）関係部分」につきまして、地教行法第２９条の規

定により、知事から教育委員会の意見を求められました。

本来なら知事への回答にあたり、教育委員会で議決をいただくところ

ですが、日程の都合上協議できませんでしたので、「大分県教育委員会

の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規

則」第３条第１項に基づき教育長が臨時代理として処分しました。

資料２ページのとおり異議のない旨回答しましたので、同条第２項に

基づき、本委員会に報告いたします。議案の内容等につきましては、教

育財務課長から説明いたしますので、よろしくお願いします。

（森崎参事監兼教育財務課長）

「平成２９年度大分県一般会計補正予算（第５号）の教育委員会所管

分について」説明いたします。資料の１６ページをお開きください。

表の一番下、２重線で囲んでおりますが、教育委員会の補正予算額は、

右から２列目の欄にございますとおり、２億７，４３５万３千円の増額
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です。今般の台風第１８号で被災した学校施設及び文化財の復旧に要す

る経費を追加で補正するものでございます。補正にあたりましては、被

害の全容が判明していない段階ではありますが、被災箇所の復旧を一日

でも早く進め、生徒たちの学校生活の安全・安心などを速やかに確保で

きるよう、今把握している被害状況と、これまでの被災経験を踏まえ、

必要と考える対策を可能な限り盛り込んだものとしております。

この結果、補正後の予算総額は、その右の欄にありますように、１，

１４４億２９７万５千円となります。

個別事業の説明については、１７ページの「平成２９年度一般会計９

月補正予算案の概要」で説明いたしますので、そちらをご覧ください。

まず、１番「県立学校施設災害復旧事業」は２億６，９１０万３千円

です。これは、被災した津久見高校及び佐伯鶴城高校の復旧を行うもの

です。

次に２番「文化財保存事業費補助事業」は５２５万円の増額です。

これは、被災した県指定文化財で臼杵市にあります臼杵城跡及び国東

市にあります石立山岩戸寺(いしだてさんいわとじ)の復旧を行う市町村

等に対して助成するものです。説明は以上です。

（工藤教育長）

ただ今説明のありました報告につきまして、ご質問・ご意見等のある

方はお願いします。

（林職務代理者）

高校の復旧にあたって予算を建てていただいたのはありがたいと思い

ます。これらの復旧はいつ頃を予定しているのでしょうか。また、現在

の状況についても教えてください。

（森崎参事監兼教育財務課長）

高校に関して、被害があったものは７校でした。津久見高校以外につ

いては今月中に復旧できると思います。津久見高校については、床上浸

水等でかなりの被害を受けました。グラウンドとテニスコートについて

は土砂堆積等の被害がありましたが、天候にも因りますが、今月の中旬

くらいには復旧できる見込みです。体育館や多目的体育館、格技場など

については中まで泥が堆積しており、それを除去して消毒し、床を張り

替えるという作業が必要になります。現在、専門業者に見てもらってお

ります。いずれにしても早急に復旧したいと考えています。

【協 議】
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③竹田高校剣道部に係る住民訴訟の福岡高裁判決について

（工藤教育長）

では、協議の③「竹田高校剣道部に係る住民訴訟の福岡高裁判決につ

いて」井上体育保健課長から説明いたします。

（井上体育保健課長）

〈説明概要〉

・平成２９年１０月２日の福岡高等裁判所の判決について

・高裁判決後の対応等について

（工藤教育長）

ご意見・ご質問のある方は挙手をお願いします。

（首藤委員）

今回の判決は「控訴を棄却する。」という判断でしたけれども、前回

の判決と異なる点があれば、説明してください。

（井上体育保健課長）

今回の判決では一審よりも踏み込んで事実認定を行っており、元顧問

が熱射病に起因する意識障害及び熱射病自体を疑うことができたので、

熱中症により死に至ることの予見可能性もあったものと認め、重過失あ

りと認定されている点です。

また、元顧問が生徒の安全確保を図るべき教諭の立場にありながら、

生徒の状況を見守ることなく、また、僅かな注意をすれば有害な結果の

発生を容易に予見することが可能であったのにそれをすることもなかっ

たことや体罰及び威圧的発言により、異常に気付いた他の者の関与を妨

げ、生徒の生命、身体に対する安全をおろそかにし、危険にさらしたこ

となどが認定されている点が、前回と違った点です。

（松田委員）

今回の判決は重く受け止めないといけないと思います。二度とこうし

た不幸な事故が繰り返されることがないようにするためには、教職員に

児童生徒の大切な生命・身体を預かっていることを再認識してもらいた

いと思っています。このための再発防止の方策としてどのようなことを

考えていますか。

（井上体育保健課長）

部活動の適切な指導の在り方について、より多くの教職員に伝えてい

くことが大切であることから、各学校には既に配付し、ホームページに
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も掲載しています「運動部活動指導の手引」を一層活用するとともに、

これまでも行ってきた文書、口頭での呼びかけ、県教育委員会主催の研

修会等を通じて、繰り返し指導していきたいと考えています。

また、学校内で組織的に対策ができるよう、管理職による定期的な観

察について指導を強化したいと考えています。

現在、各学校では熱中症をはじめとする緊急時の応急措置に関してマ

ニュアルを整備し、緊急時には全員が対応できるよう校内研修等を通じ

て情報を共有しています。マニュアルの検証、見直しを毎年行い、より

実効性のあるマニュアルとするよう指導しているところです。

（高橋委員）

今回の判決を受け入れることによって、部活動への影響はありません

か。それから先生たちの指導には影響ないですか。その上で、今後どの

ような点に留意して先生たちを指導していきますか。

（井上体育保健課長）

今回の判決では、本件の特殊事情を重過失の理由としていることから、

普通の指導を行えば問題が発生することはなく、部活動に与える影響は

ないと考えています。

運動部活動は学校教育の一環として、先生方のボランタリーな協力の

もとに行われており、体力の向上や健康の増進だけでなく、豊かな人間

性の育成にも極めて効果的な活動です。

指導者と生徒の信頼関係を築きながら安全・安心を確保して活動する

ことが、最も効果的な指導となります。この点をこれからも部活動指導

の柱として指導していきたいと考えています。

（高橋委員）

生徒たちも一所懸命に部活を行っていますので、先生たちへの指導を

よろしくお願いします。

（林職務代理者）

大分県教育委員会ではこれまでも体罰の撲滅に取り組んできたわけで

すが、この判決を受けて、その取組をさらに強化してほしいと強く思い

ます。体罰の撲滅について、どういう点に注意していきますか。どのよ

うなことに取り組んでいきますか。

（井上体育保健課長）

体罰は法令に反する行為であり、いかなる場合においても絶対に許さ

れないことです。部活動指導中の体罰防止に向けて、毎年４月に通知文

を発出するとともに、運動部活動指導者講習会において、スポーツ医・
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科学や子どもの人権を尊重した指導、コーチング理論等についての研修

を行っています。今後も、真の指導力とは何かということを念頭におい

て、体罰に拠らない合理的な指導が行われるよう指導を一層強化してま

いります。

（岩崎委員）

高裁判決に対する対応をどのようにするかについて判断するために

は、教育委員会が控訴をする方針を決めた理由を考える必要があります。

この方針を決定した事情は、まず第一に関係者である元顧問が事実関

係について争っているという事実がありました。国家賠償法に基づく損

害賠償が認められた場合に、公務員個人に求償することについては、教

育現場に極めて大きな影響があります。教育委員会としては、今回の事

件で元顧問に求償をする必要があるかどうかという点と、仮に求償をす

べきであるという場合には、求償権の要件である重過失が具体的にどの

ような事実の元に認められるのかということをはっきりする必要があり

ました。したがって、高裁に今回の具体的な事案についてきちんと事実

認定をなした上で求償すべきかどうかの判断をしていただきたいという

のが控訴の方針を決定した理由だったのです。

今回、高裁においては控訴人側，元顧問側、被控訴人側も、それぞれ

の認識に基づく事実関係を主張・立証しています。その上で、高裁は一

審判決よりも踏み込んだ判断をし、結果的には控訴棄却という判決とな

ったわけです。

高裁判決が出された結果、今回の事案について国家賠償法の求償権の

要件として、具体的な事実関係が確定する中で求償をすべきであるとの

判断がなされたわけですが、事例判決としては、かなり詳細な事情を前

提として求償請求をなすべきであるとの判断が示されたと考えていま

す。先ほど現場での部活動の指導はボランティア的になされているとの

説明がありましたが、部活動を指導していただいている教員の方々にと

っても、今後部活動の指導をする上で、これだけのことがあったから求

償されるという判断がなされたのであるという内容を極めて明確にして

くれた事例判決が出されたのですから、今回、控訴した意義は大きかっ

たと思います。

判決の詳細を見てみますと、通常の部活動で指導している範囲内にお

いて仮に事故が発生したからといって求償権行使の要件に当たる重過失

が認められるかといいますと、そのようなことにならないということが

はっきりしたと考えます。今回の事例は、部活動指導としては明らかに

その限度を超えたと判断できる極端な事案だという認定が高裁の判断で

なされています。この意味では、現場の部活動指導の際に大きな影響を

与えることはないだろうと思います。今回の控訴審の判断は、大分県教

育委員会、或いは全国で部活動の指導をしていただいている教員の方々
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にとっても、重過失と判断された具体的内容を見る限りでは当然の判断

ではないかと思われます。私としては、今回の高裁判決に対して上告を

しないという方向性についてはそれで良いと考えます。

一点、県教育委員会の担当者から、先ほど「部活動における安全配慮

の問題について、学校現場にきちんと認識してもらいこのようなことが

二度と起きないようにしたい。」と言われた点について私から補足させ

ていただきたいと思います。部活動の指導に携わる教員の方々の安全配

慮義務という観点からみますと、特に熱中症については、これだけ重大

な結果が生じた事案で、詳細な事実認定がなされた上で重過失があるケ

ースの判断がなされたことになります。この事件等に対応する熱中症対

策がマニュアル化されてきちんと整理することは大変意義があることで

すが、部活動を指導される先生方の注意義務という点を考えますと、こ

ういう場合は熱中症として早めに対応しなければいけないという認識の

共有化に繋がります。つまり、指導する教員の方々にはそれだけ高度の

注意義務が確認されたということになるのです。そのような面も踏まえ

て、学校現場に対して熱中症等に対する対応をきちんとするよう指導し

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。

（林職務代理者）

確認ですが、事実認定では熱射病とありますが、熱射病と熱中症とで

はどのように違いますか。

（岩崎委員）

熱中症は軽い方からⅠ度、Ⅱ度、Ⅲ度と段階がありまして、一番重度

のⅢ段階が熱射病と言われています。その重い症状を放置しますとなか

なか回復が難しいので、早めに対応しなければ極めて危険な状態になり

ます。

そのような認識を持つように学校現場にきちんと徹底していただきた

いと思います。そういう意味では熱中症・熱射病というものは、今回の

事案でも明らかになったように、早め早めの対応するという認識を教員

の皆さんに持っていただきたいと思います。

（林職務代理者）

体育館に保冷設備の扇風機などを整備すると予算が必要になると思い

ますが、どの程度設備が整っているのでしょうか。

（井上体育保健課長）

体育館によっては、風通しの悪いところもあります。学校現場では通

気や学校によっては工業用の扇風機や氷などを体育館に準備していると

ころもあります。学校では限られた予算の中でいろいろな工夫をしてい
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るところです。

（高橋委員）

室内のスポーツに限りますが、意外と熱中症を見落としやすい状況に

陥ってしまいますので、なるべく早い対応をお願いしたいと思います。

そういった指導も重ねてお願いします。

（松田委員）

ある学校では６年前に大分県教育委員会から出された｢運動部活動指

導の手引｣を使って毎年２回ぐらい指導者の研修しているようです。当

然熱中症についても先生方もすごく勉強していますが、そのような中で

も起きてしまいますので、実際はそのような研修等をもっと強化して、

自分の意識としてやっていくということが大切ではないでしょうか。

熱中症の予防ということで、｢運動部活動指導の手引｣の中にも記載さ

れていますので、もう一度これを見直し、一層指導を強化してはいかが

でしょうか。

（井上体育保健課長）

研修等は繰り返し、またマニュアル等もその都度改訂しながら行って

いくことが重要なことだと思います。県教育委員会としても指導を強化

していきたいと思っています。

（工藤教育長）

他にございませんか。

では、議論もかなり出たようですので、協議ではございますが、「上

告しない」という方向性についてお諮りしたいと思います。賛成の委員

は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

教育委員会として、上告を見送る方針を確認いたしましたので、今後

はその方向で必要な手続を進めてまいりたいと思います。

（工藤教育長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

では、非公開の議事を行いますので、関係課長のみ在室とし、その他

の課室長及び傍聴人は退出してください。
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（関係課以外及び傍聴人退出）

【議 案】
第１号議案 大分県教育功労者表彰について

（工藤教育長）

それでは、第１号議案「大分県教育功労者表彰について」提案します

ので、能見教育改革・企画課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。ご質問・

ご意見のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（工藤教育長）

それでは、第１号議案の承認についてお諮りいたします。第１号議案

について、承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第１号議案については、提案どおり承認します。

第２号議案 教職員の懲戒処分について

（工藤教育長）

次に、第２号議案「教職員の懲戒処分について」提案しますので、法

華津教育人事課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。ご質問・

ご意見のある方はお願いします。
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（質疑・意見等）

（工藤教育長）

それでは、第２号議案の承認についてお諮りいたします。第２号議案

について、承認される委員は挙手をお願いします。

（採 決）

（工藤教育長）

第２号議案については、提案どおり承認します。

【協 議】

①大分県教育実践者表彰について

（工藤教育長）

次に、協議の①「大分県教育実践者表彰について」能見教育改革・企

画課長から説明いたします。

（説 明）

（工藤教育長）

ご質問・ご意見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（工藤教育長）

今回の協議を踏まえて次回、議案の提出をお願いします。

②管理職、主幹教諭及び指導教諭選考について

（説 明）

（工藤教育長）

ご質問・ご意見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）
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（工藤教育長）

それでは、今回の協議を踏まえて進めてまいります。

（工藤教育長）

他にありませんでしょうか。それでは、最後にその他、何かございま

すか。

それでは、これで平成２９年度第１３回教育委員会会議を閉会します。

お疲れ様でした。


